
県議会の概要説明

オリエンテーションの中で、荻田議会運営委員

長から、議員定数と選挙区、会派、常任委員会、

特別委員会及び議会運営委員会等の議会のしく

みや、議会の議決権及び調査・検査権、県民の利

益につながる意見書の提出、県民からの請願・陳

情の審査等の議会の役割や仕事、並びに議員の

活動等についての概要説明が行われました。

（於：第１委員会室）

議会運営委員会

本会議が公正円滑に運営できるよう、会派を代

表する議員により本会議の議事日程等を話し合

い、議員全員の合意形成を行うための議会運営委

員会を、各学校を一つの会派とみなして、各学校

を代表する高校生議員により開催されました。

（於：議会運営委員会室）

本 会 議

開 会

午後１時０３分

○北村議会事務局次長

ただいまから奈良県高校生議会を開催いたしま

す。

まず初めに、岩田国夫奈良県議会議長からご挨

拶を申し上げます。

議 長 挨 拶

○岩田奈良県議会議長

皆さん、こんにちは。奈良県議会議長の岩田で

す。本日、この議場において奈良県高校生議会を

開催するに当たり、県議会を代表して一言ご挨拶

申し上げます。

近年、地方自治体の自己決定権が拡大され、各

自治体は懸命に知恵を絞って地域の特性に応じ

た政策等を考えていく時代に入っています。私た

ち県議会議員も県民のさまざまな願いや思いを県

政に反映させるため、知事や行政委員長をはじめ

関係部課長と県行政のあり方や方向性等について

議論し、重要な施策や県の予算について審議、決

定しています。また、日々の調査活動に基づき、奈

良県の特性に応じた独自の条例の制定や新たな

政策提案も行っているところです。

このような中で、次世代を担う高校生の皆さんに

も我々県議会議員と同じような取り組みをしていた

だき、奈良県政や県議会への理解と関心を高めて
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いただこうと、この高校生議会を企画しまして、本

年で６回目の開催となります。若者の政治離れが

懸念されている今日、奈良県の政治に興味を持

ち、知事や教育長に質問や提言をしたいという高

校生が県内にたくさんおられることを大変うれしく

思います。

本日は６校、２８名の皆さんに議員になっていた

だき、次代を担う若者の視点から県政について質

問や提言をしていただきます。高校生らしく若さと

熱気にあふれる質問や提言を堂々と述べていただ

くことを期待し、大いに楽しみにしております。

最後になりましたが、高校生議会の開催に際し、

ご協力をいただきました各校の校長先生をはじめ

担当の先生方に深く感謝を申し上げ、開会の挨拶

とさせていただきます。

○北村議会事務局次長

続きまして、荒井正吾奈良県知事からご挨拶を

いただきます。

知 事 挨 拶

○荒井知事

皆さん、こんにちは。高校生議会の開会に当たり

まして、一言ご挨拶を申し上げます。

本日は、この奈良県議会本会議場に来ていただ

きまして、誠に歓迎、感謝いたします。歓迎申し上

げます。

皆さんにお集まりいただいたこの本会議場で

は、通常県議会が年４回開催されております。県議

会は、選挙で選ばれた議員の皆様が多数決によっ

て奈良県の政治意思を決定する場所でございま

す。議会の決定、奈良県政の最高の政治意思の

決定を議決と呼んでおりますが、あらゆる議決はこ

の本会議場で行われます。この本会議場でしか行

われません。したがって、この本会議場は、まさに

本県の議会制民主主義の現場、県の意思決定の

現場でございます。本会議主義と呼ばれているも

のでございますが、本会議が唯一の県政の政治意

思の決定の場であるということでございます。

議会制民主主義で最も大切なものの一つは、本

会議場で議論をすることでございます。この本会議

場では議員の皆様の政治意見が質問という形で、

また、意見という形で表明され、理事者と呼ばれる

私たち県執行部が答弁することで議論が行われる

わけでございます。

本日は、この本会議場のこの演壇から皆様に質

問をしていただき、私が演壇からお答えをする、県

議会で行っていることをそのまま展開することにな

ります。壇上主義と呼ばれている流儀であろうかと

思いますが、質問者もこの壇上に上って議員諸氏

に向かって質問の形で表明する、その後ろにいる

県民の皆様にも意見を聞いていただくということで

ございます。また、答弁も我々が議会の議員の先

生に向かって答弁し、県民の皆様にも聞いていた

だく、壇上での発言が一番大事な発言だということ

でございます。また、ここでこのように声を出してし

ゃべるというのが民主主義の基本でございます。紙

で配布するというのは民主主義の議決につながり

ません。必ず言葉に出して言うわけでございます。

肉声主義と言ってもいいかと思いますが、民主主

義の基本になります。議論の形でここで発言をして

初めて壇上での政治意思の表明につながるもので

ございます。本会議主義、壇上主義、肉声主義が

世界中の議会制民主主義の基本になっていること

をご説明申し上げ、また、この現場であるということ

をご説明を申し上げたところでございます。

次世代を担われる皆様と住みよく魅力ある奈良

県づくりについて肉声による議論をし、奈良の未来

を一緒に考えることは非常に意義深いことだと考え

ております。若い皆様の感性で日ごろから考えて

おられる県政に対する質問や提言を行っていただ

き、肉声で提言を行っていただき、本県の重要な

課題について議論をさせていただきたいと思って

おります。
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最後になりましたが、本日の高校生議会開催に

際し、お忙しい中、いろいろとお世話いただきまし

た各学校の先生方、県議会議員の皆様方、その他

関係の方々に御礼を申し上げさせていただきまし

て、開会のご挨拶とさせていただきます。

○北村議会事務局次長

次に、本日参加くださいました高校生議員の皆

様を紹介いたします。名前をお呼びしますので、ご

起立願います。

（個々の紹介は高校生議員名簿をご参照ください）

○北村議会事務局次長

続きまして、理事者の紹介をいたします。

荒井正吾奈良県知事でございます。

なお、荒井知事とともにご出席いただいておりま

す理事者の皆様につきましては、誠に恐縮ではご

ざいますが、お手元の座席表をもって紹介にかえ

させていただきます。

また、県議会議員の皆様につきましても、お手元

の出席議員名簿をもって紹介にかえさせていただ

きます。ご了承のほどお願いいたします。

○北村議会事務局次長

次に、奈良県高校生議会の議長につきまして

は、畝傍高等学校、竹林明日香議員、高田高等学

校、西村優希議員に務めていただきます。

それでは、竹林議長、議会の進行をよろしくお

願いします。

開 議

○竹林高校生議長

ただいまから奈良県高校生議会を開会します。

それでは、県政に対する質問を行います。

（畝傍高等学校 竹林明日香議員）

順位に従い、智辯学園奈良カレッジ高等部、１

番、法村武昌議員、２番、杉江里桜議員に発言を

許します。

知事等との意見交換

高校生からの質問

○法村議員

智辯学園奈良カレッジ高等部、１番、法村武昌

です。介護人材確保対策についてお尋ねします。

県のホームページのデータによると、奈良県の６

５歳以上の高齢者の方々の割合は、平成２８年１０

月の時点で全体の人口の２９．５％です。この数字

は、平成３７年には３２．６％にまでふえると予想さ
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れています。そのため、私たちは介護についてもっ

と深く考えていかなければならないと考えていま

す。中でも最も大切だと考えているのは、やはり介

護サービスの充実です。現在においても、福祉介

護人材の担い手不足により介護サービスが充実し

ているとは言えない状況にあると考えています。

（智辯学園奈良カレッジ高等部 法村武昌議員）

不足している理由の一つに、介護職員の離職率

が高いことが上げられるのではないでしょうか。平

成２７年度の介護実態調査結果による平成２６年１

０月から平成２７年９月の１年間の介護職員の離職

率は１６．４％となっており、全国平均の１６．５％と

ほぼ同様となっています。

この現状に対して奈良県は、介護人材確保対策

総合支援補助金を創設して介護職場等を支援し、

人材育成や労働環境の改善に努めています。しか

し、この補助金を活用した取り組みでは、介護職員

の給与アップに直接的に結びついていません。介

護職員の給与は、平成２７年賃金構造基本統計調

査によると、月額給与が２２万３，５００円となってお

り、全産業平均の３０万４，０００円と比べてかなり低

くなっています。また、株式会社ノードブレースが

運営するＣａｒｅｅｒ Ｇａｒｄｅｎのまとめによると、この

グラフのように年代別に見ても給与があまり変わっ

ていないのが現状です。これも離職率が高くなって

いる原因だと考えられます。

そこで知事に質問です。

介護職の離職を防ぎ、介護サービスを充実させ

るためにはベアを含めた労働条件や労働環境の

改善を促すことが必要だと考えられますが、県とし

てどのような政策がより効果的であるとお考えでしょ

うか、考えをお聞かせください。

○杉江議員

２番、杉江里桜です。地域の人たちが子育てを

支える仕組みづくりについてお尋ねします。

（智辯学園奈良カレッジ高等部 杉江里桜議員）

安倍内閣においては、女性の活躍推進が成長

戦略の中核と位置づけられており、指導的地位に

占める女性の割合を２０２０年までに３０％程度にふ

やすという目標が掲げられています。しかし、実際

にはまだまだ低い水準であるようです。また、女性

の就業率を年齢階層別に見ると、３０歳代後半を

谷としたＭ字カーブを描くことが多く、２０１５年の国

勢調査によると奈良県では２０歳代後半のピーク時

より１１．２％も下がっています。この下がる割合は

全国平均の約１．６倍です。このことから、奈良県で

は結婚・出産・育児のために離職する女性がかなり

多いと言えます。

このような結果になるのは、特に育児に関して周

りの協力が得られにくいことが原因ではないかと考

えています。私の両親はフルタイムの共働きです

が、保育所を利用する以外に同居している祖母に

も手伝ってもらい、母は離職せずに働き続けること

ができました。しかし、どの人も近くに信頼できる協

力者がいるわけではありません。以前は家族も多

く、地域のつながりも強かったため、周囲の支えが

ありました。現代では、核家族化し地域のつながり

も希薄で、周囲の協力が得られにくくなっているよ

うです。保育所も充足しているとは言えず、何か支

援の手だてがないものかと調べてみました。

私の住む橿原市のホームページを調べると、フ

ァミリー・サポート・センターという取り組みが見つか

りました。子育ての援助をしてほしい人と応援した

い人が会員登録し、地域の人同士が援助し合うシ
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ステムです。このファミリー・サポート・センターのよ

うなシステムさえあれば本当に女性の就労がふえ、

Ｍ字カーブが改善するでしょうか。それだけでは不

十分だと考えます。

このシステムには、保護者にとって知らない人に

子どもを預ける不安が存在します。そして、その保

護者の不安を解決するためには、子育てを助けて

もらいたい側と助ける側が顔の見える関係であるこ

とが重要ではないでしょうか。依頼者と支援者の交

流を通して地域での子育て支援がより充実すれ

ば、育児のために離職せず働き続けやすくなると

思います。

そこで、知事に伺います。

地域に住む人たちと子育てする人たちがつなが

りを持ち、地域で子育てを支える仕組みづくりが必

要と考えますが、どのようにお考えでしょうか。

○荒井知事

智辯学園奈良カレッジ高等部の法村議員と杉江

議員のご質問がございました。介護人材の確保と

子育てについてのご質問でございます。

法村議員は、介護人材確保対策についてのご

質問でございました。

ご質問されましたように介護人材の確保は、なか

なか難しい状況になっております。どうして難しい

のかということになりますが、平成２７年度に県で介

護職員に対する調査を行いました。離職はどうして

されるのか、どういうモチベーションがあるのかとい

う調査でございます。職員のモチベーション向上や

定着につながる要因は何かを探る調査でございま

した。上位にランクされましたアイテムは、１位に賃

金水準、給料が高いことが必要、それからキャリア

アップ体系、働き続けていくと一生涯の仕事として

誇りが持てるようなキャリアアップが必要というのが

１番目でございました。２つ目は労働条件、勤務体

系でございます。時間の制約が大変きついので労

働条件をどのようにするか、時間をどのように使っ

ていただくかというのが大きな定着の要素でござい

ます。３つ目は職場の人間関係、コミュニケーショ

ンの頻度が大事だというアンケート結果が出ており

ました。コミュニケーションの中には当然被介護の

おじいさん、おばあさんだけではなしに、ご家族の

方とのコミュニケーションも大事だというふうに思い

ます。

まず、介護職員の賃金改善の対策、どのように

すれば賃金が改善されるかということでございます

が、介護の現場は介護保険から支払われます報酬

等で運営されております。そのために、ある年齢に

達しますと日本国民は介護保険料を払って介護保

険の費用を担うことになっております。そのような中

から介護の現場の報酬が支払われるわけでござい

ますが、その報酬の支払い方は現場に任されてい

るのが通常でございます。経験年数や資格によっ

て昇給する給与体系づくりなどの賃金改善につな

がる取り組みを行うことができます。このような報酬

を加算することができるわけでございます。県として

は、この加算制度がより多くの介護現場で適用さ

れ、介護職員の賃金改善につながるよう介護職場

に指導、助言を行っているところでございます。

次の労働環境等の改善でございますが、介護現

場で働いておられる職員の皆様にとって魅力ある

職場づくりについては、介護現場での自主的な取

り組み、何よりも現場が大事だということでございま

すが、それを県の立場から見ますと、労働条件、労

働環境の改善をする職場、そういう意欲のある職

場、また人材育成、キャリアアップにつながる仕組

みを持っておられる職場がより大事でございますの

で、そのような職場が数多く出るように、ある程度の

そういう努力をされている職場を認証して、ここは

立派なことをされている職場ですよということを県と

して認証する、いい介護の現場を認証するという制

度により、介護の現場のレベルを上げることをやっ

ております。

このほか、介護職員の身体的負担、いろいろ起

こしたり背負ったりする、お風呂に入れたりする現

場でございますので、職員の肉体に大変負担がか

かるわけでございますが、介護ロボットを導入した

り、お風呂を入りやすくしたり、バリアフリーは当然

でございますが、現場の施設や設備の改善につい

て財政的支援、補助を県で行ってきているところで

ございます。

県のやっております改善に向けた取り組みの一

端をご紹介申し上げましたが、介護職員の現場を

持っておられます介護施設の方たちとコミュニケー
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ションを密にして改善に努めていきたいと思ってお

ります。

杉江議員のご質問は、子育てを支える仕組みづ

くりということでございます。

女性の活躍と関係することでございますが、女性

が自身の能力を最大限に発揮していただくことは、

奈良県のみならず日本の社会にとって非常に大事

だと思います。女性はいろいろな仕事がございま

すので、家庭の仕事、また子育て期の子育ての仕

事などがございますので、とりわけ子どもが安心し

て健やかに育つことができる子育ち環境が大事で

ございますが、親御さんにとりましては、親育ち環

境とも言える親の子育て環境を整備することも大事

でございます。親の子育て環境を整備するには、

杉江議員のようにご両親が共稼ぎであっても立派

に育てられたように、ご両親が協力して子育てをす

るというための環境整備が必要かと思います。

奈良県では男は職場、女は家庭といった固定的

性別役割分担意識が強いというアンケート結果が

出ております。それを改めまして、男、女、親、子ど

もが協力して子育てをするということがだんだん定

着し、当たり前になる社会に変えていきたいと思っ

ておるところでございます。

女性の職場という点では、奈良県は女性の働く

割合が全国一低い県でございますが、奈良県庁の

来年度の採用試験では４６％が女性の職員でござ

いまして、奈良県庁はそのうち女性が半分を占め

る職場になってきているところでございます。

さて、働く場を提供するだけではなくて、女性に

とって子育てをどのようにするか、ご質問の内容で

ございますが、親御さんが働いておられますと子育

てに手を差し伸べる力が弱くなる場合がございま

す。社会全体で子育てをするというふうに仕組みを

変えていく必要があろうかと思います。地域の子育

て力を高めるということが必要かと思います。子育

ての親がわりをその地域で確保するということが大

事かと思っております。

杉江議員がおっしゃいましたように、やはり親に

成りかわるものはなかなかおられないわけでござい

ますし、また、保育所に預ければ、すぐいい子に育

つわけでもないわけでございます。そのためには

子育てを親にかわって担われる保育所の人たち、

また、地域の保育支援をされる人たちとご家庭との

コミュニケーションが大事かと思います。ご家庭の

訪問や子育て中の親同士が集まって、小さい子を

抱かれておられる悩みがある親御さんにいろいろ

アドバイスをしたり、話のきっかけをつくる人たちが

必要でございます。奈良県では保育士の方たちが

そのような役割を担っていただくことになっておりま

す。そのようなコミュニケーションの仕組みを構築す

ることが必要だと思っております。保育士あるいは

保健師を確保して地域の子育て、家庭と地域の人

たちのつながりをふやしていきたいと考えていると

ころでございます。施設だけではなしに、そのような

コミュニケーションを図れる地域が子育て支援が充

実した地域になろうかと思っております。その結

果、孤立感や負担感、親御さんの負担感を軽減す

るようなことになればと思っております。

最近では、とりわけお忙しいご家庭のお子さんの

食事について、栄養十分でおいしいものをお子さ

んに食べてもらうということを大きな目標にしており

ます。こども食堂などを充実させていきたいと思っ

ておりますが、お忙しい両親のおられる家庭でも、

外でおいしいものを簡便に食べられる地域をつく

っていくことも、もう一つの大事な仕事ではないかと

思っているところでございます。

以上が答弁でございます。ご質問ありがとうござ

いました。

○竹林高校生議長

再質問はありますか。

１番、法村武昌議員。残りの時間内で再質問を

行ってください。

○法村議員

よい評価をされた介護の現場は支援するとおっ

しゃいましたが、よい評価をされなかった場合の介

護現場というのはどうなるのですか。そういう支援は

されないということですか。その考えをお聞かせく

ださい。

○荒井知事

認証制度を申し上げましたが、よい評価を受け

認証されるとよい職場ということでございます。よい
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評価をされない職場は努力をしてよい評価を得ら

れるようにしてもらうしかないと思っております。努

力をするとみんな、悪い人もよいということは絶対に

いけないこと。悪いのは悪いと言えませんが、よい

ものはよいということだけを言って、だんだん世の

中がいいほうに流れていくようにするのが今の行政

の大きな流儀だと思っております。

○竹林高校生議長

ほかに再質問はありませんか。

１番、法村武昌議員。残りの時間内で再質問を

行ってください。

○法村議員

職場の中で上司と、上司かどうかわからないで

すけれど、使用者と、その下で働いている人、雇っ

ている人と雇われている側の人がいるではないで

すか。雇っている側の人が変わろうと思わない限

り、やはり離職しているのは雇われている側の人だ

と思うのです。雇っている側の人が変わろうと思わ

ない限りは、雇われている側の人が変わりたいと思

っても変われないので、結局はよくならないのでは

ないですか。よくない評価をされるということは、例

外はあるのですけれども変わろうと思っていないブ

ラックな介護の現場もあると思うのです。そこについ

てはどう考えられますか。

○荒井知事

職場は管理者がよくならないとよくならない、そ

のとおりだと思います。それを管理者の意識、努力

をどう変えるかということになりますが、認証制度は

有力な武器だと思います。ブラックを摘発して悪い

のはこうだという手法もあるのですけれど、いいもの

はこうだという手法があるということを今言っている

わけでございますが、世の中はいいものを検証し

て、みんなそのようになりましょうというのは有力な

手段であると思います。そこに外れた人は、だんだ

ん評判が悪くなり、いろいろな事業をされていて

も、悪いところには人が集まらず経営が悪くなりま

す。市場主義という言葉がありますが、マーケットを

通じて淘汰されるというのが日本、世界の基本原理

であります。介護で預けようと思ったときは、皆、評

判を聞いて行かれるではないですか、あそこはい

いところかどうか評判を聞いて、評判の中で認証制

度というのは大きな位置を占めると思います。評判

のいいところに人が集まる、評判の悪いところはサ

ービスが悪くてマーケットで淘汰されて人が集まら

ない。それが商売で、いいところを育てる今の市場

主義の一番の大事な原理になっている、市場経済

主義と言われる大原則でございます。

○竹林高校生議長

ほかに再質問はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、次の質問を行います。

次に、育英西高等学校、５番、宮崎緑才議員、６

番、門野愛美議員に発言を許します。

○宮崎議員

育英西高等学校、５番、宮崎緑才です。観光推

進政策の他府県とは違った具体策についてお尋

ねします。

奈良県と言えば、古都のイメージがあります。そ

れは私たち県民や、県内の企業や学校に通う人だ

けでなく、おおむね全国の方が思い浮かべるイメ

ージといっても過言ではないでしょう。
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では、次の数字をお聞きください。４，１４６万人と

５，６８４万人、２５５万人と２，０９１万人、そして２６

万人と７２５万人、これは何の数字でしょうか。皆様

はご存じの数字かもしれませんが、私たちはこの数

字の余りの差に驚きました。これらの数字は、本県

と京都市を訪れる総観光客数、延べ宿泊客数、延

べ外国人宿泊客数の統計数値です。

（育英西高等学校 宮崎緑才議員）

ビジット・ジャパン・キャンペーン、インバウンド戦

略など、国を挙げて観光客誘致に取り組んでいる

のはご存じのとおりです。本県も官民挙げて取り組

んでいることを今回調査して知りました。観光産業

の経済効果とは大変幅広い領域に影響を与えると

聞きます。確かに訪問客の増加が鉄道や観光バス

といった運輸業や旅館業界だけでなく、製造業や

食品、飲食などのさまざまな業界に波及し、雇用も

含めて県内の経済活動を活発化させてくれるでし

ょう。だからこそ我が国だけでなく、さまざまな国に

おいても国レベルで知恵を絞って政策として実施

しているのでしょう。

さて、本県の隣には、国際空港を抱える我が国

第２の都市大阪や、世界的観光地である京都があ

り、多くの観光客は本県を訪れるために京都か大

阪のいずれかを経由します。そして、いずれも我が

国を代表する集客数を誇る地であるということを考

えると、先ほどの数字にあらわれる現状も仕方のな

いことにも思えてきます。本県と同様に古都であり

ながら日帰り観光地化している神奈川県鎌倉市

も、東京と横浜があるがゆえに同様の現状であるそ

うです。本県との違いは、海があるため夏の日帰り

観光客数が多く、年間で１億人を超える観光客が

訪れるということです。本県には海はないですが、

山、川があります。世界遺産も温泉もあります。本

県にしかない魅力をしっかりアピールすることが肝

要だと思います。滋賀県などのように動画投稿サイ

トを利用したアピールをしている自治体もあります。

本県も従来の世界遺産を中心とした観光資源ＰＲ

に加えて、インターネット関連のＰＲをすべきではな

いでしょうか。

そこで、知事にお尋ねいたします。

広報戦略や助成事業も含めて、京都や大阪とは

異なる視点での取り組みをされておられるのであ

れば、奈良県独自の視点からどのような戦略を立

てて観光振興に取り組んでおられるのか、具体的

にお教えください。

○門野議員

６番、門野愛美です。少子化対策・女性の活躍

推進についてお尋ねいたします。

（育英西高等学校 門野愛美議員）

私たちの学校は女子校です。女性の集団ならで

はの視点で、この問題について考えました。私たち

が将来結婚し、子どもを産み育てるとなった際、ど

のようなまちで生活したいと考えるだろうかと。私た

ちの視点、保護者世代の視点、本校の先生方の

視点、それぞれで考えてみました。安心して妊娠、

出産、育児ができる環境とはどのような環境であろ

うか。女性が、また、子育て世代のご夫婦が、それ

ぞれの能力と思いに見合った形で社会に出て活

躍するためにはどのような環境が望ましいだろう

か。自分の子どもの就学環境はどうあってほしいだ

ろうか。どれもそう遠くない将来において、当事者と

なる私たちの課題であります。これらの課題につい

てお尋ねいたします。
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本県の政策集を拝見いたしますと、結婚の希望

実現率を８０％に高めます、夫婦の理想の子ども数

に対する実際の子ども数の割合を９５％に高めま

す、女性の就業率の全国平均を目指しますとあり

ます。どれも実現が望まれる項目です。しかし、私

たちが求めている政策は単なる出会いや結婚の支

援ではありません。結婚して奈良県に住みたい、

子育てするなら奈良県と感じさせる政策だと思いま

す。

本県は、日本有数の経済都市大阪まで１時間以

内の交通環境でありながら、自然環境、文化遺産

に恵まれた地域的特色があります。奈良に住んで

子育てをしたいという環境が整っているように思え

るにもかかわらず、本県の政策目標が上記のような

ものであることは大変残念に思います。新婚世帯、

子育て世帯へのさまざまな支援、妊娠・出産にお

ける母子支援、保育所の拡充及び一時保育、病児

保育事業の普及など、いずれも市町村で取り組む

べき内容が多いと思いますが、県が中心になって

子育て環境をよくしていく必要があるのではないで

しょうか。

そこで、知事に伺います。

奈良に住み、子育てをしたくなるような人をふや

すために、具体的にどのような政策をお考えでしょ

うか、お聞かせください。

○荒井知事

育英西高等学校の宮崎議員、門野議員のご質

問にお答え申し上げます。

宮崎議員からは、奈良県の観光推進政策を具

体的に、とりわけ奈良の観光ブランド化、ＰＲの内

容についてのご質問であったかと思います。

奈良の観光でございますが、奈良は古代日本の

国際性が豊かな輝かしい時代の中心地でございま

した。誇りに思っております。国家成立の舞台とな

った場所でございます。今もなお、奈良の地には

当時に思いをはせ、国家の成り立ちをたどっていく

手がかりになる遺跡や文化財が今もなお豊富に残

っております。このような地は世界のほかに類を見

ない地域であろうかと思います。この連綿と続く比

類のない奈良の歴史的価値や奥深い魅力を観光

資源としてブランド化すること、また、それを眠らせ

ておかないで観光のマーケットに、観光の市場に

見える形、活用していただく形、楽しんでいただく

形で提供することが奈良県独自の観光戦略だと思

っております。

どのように取り組むのかということをわかりやすく

申し上げますが、この戦略に基づく具体的な取り

組みとして「奈良はこころで見るところ」をキャッチコ

ピーにしております。こころで見るというのはどうし

て見えるのかという反応があるかもしれませんが、

感じるということでございます。観光の要諦は見る

だけではなく感じる、いろいろなところで感じるとい

うことが大きな要素だと最近言われております。奈

良では春日大社の式年造替や興福寺中金堂の落

慶法要など、社寺の歴史的催事を核にした新しい

奈良観光キャンペーンを国内外に展開しておりま

す。これはほかの地域でまねのできないキャンペ

ーンの素材でございます。

また、議員お述べのとおり、吉野や宇陀をはじめ

とする地域の豊かな自然景観や温泉なども奈良県

の大きな観光魅力でございます。これらも多くの方

々に体験していただけるようにＰＲに取り組んでい

ます。今、インバウンド観光が盛んでございます

が、奈良の奥地や和歌山には、大変多くの外国人

に訪れていただいております。

奈良県を訪れる外国人観光客数でございます

が、平成２８年では１６５万人でございます。大観光

地に比べるとまだ少ないと思いますが、対前年比

で約１．６倍と大幅に増加しており、大変盛んな観

光地になっております。奈良に対する関心が急速

に深まっていると思います。

このような外国人だけではなく、観光客を伸ばす

にはどのようにすればいいのかということでござい

ます。大事なのはリピーターをふやすことだと思い

ます。修学旅行生の扱いのように一度来たらいいと

いうことでは絶対にだめになります。評判をよくして

次のリピーターに続く、よい評判は広げてもらう、悪

い評判、文句があれば奈良に残してもらう、それを

よく見て改善につなげるというのは観光地の必須

事項でございます。よい評判は訪問客が発信して

いただく。最近では皆様も使っておられますメール

とかフェイスブックなどのＳＮＳが大きな広告媒体と

なっております。悪い評判をＳＮＳで展開されるの
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ではなく、よい評判をできるだけ発信していただけ

るような観光地になることを願っております。よい評

判を聞いて訪れる人もリピーターだと思っておりま

す。それは身がわりリピーターと呼んでおりますが、

よい評判を聞いて、その評判の発信者にかわって

私が行ってあげるよという人がふえることを願って

おります。

京都とも比較されましたが、異なる要素、観光素

材は、先ほど申し上げましたが、国際交流の遺跡、

文化財が残っている、国際交流がこのように盛んな

時代は日本では奈良以外にはございませんでし

た。それが残っているというのも奈良以外にはあり

ません。これは大きな観光素材で、それを利用する

ということでございます。

悪い意味で、京都、大阪、奈良で違うところがご

ざいますが、一つは宿泊施設の数が圧倒的に少な

い、グレードの高い宿泊施設がないということと、商

売、おもてなしの気持ちが低い、ホスピタリティーが

低いという違いがございますが、悪いところは改善

をする、人の評判を聞いて改善するしか道はないと

思っております。

門野議員のご質問でございますが、杉江議員と

同じように子育て環境のことについてのご質問でご

ざいます。

本県では、住んで良し、働いて良し、訪れて良し

の三方良しの実現を進めておりますが、議員お述

べの結婚の希望をかなえ、希望する子どもの数を

持っていただけるようにするには、住んで良しが最

も大事な要素でございますが、働いて良しも大きな

条件になっていると思っております。

本県では、女性の未婚率が大変高く、全国では

高い順で４位でございます。平成２７年の国勢調査

の２５歳から３９歳を対象にした調査でございます。

また、結婚している女性の出生率も結果的に大変

低くなっており、平成２２年の国勢調査、少し古い

ですが全国４４位でございます。その後、平成２７

年でもあまり変わっておりません。結婚応援及び安

心して子育てができる環境づくりは、とても大事なこ

とだと思います。奈良県全体としては住んで良しの

レベルは高いという評判です。

また、子育ての環境、教育環境はいいという評

判もありますが、働いて良しという分野が随分弱い

と思っております。働いて良しが弱ければ、皆様の

ように育たれた人が奈良に定着せずに出て行かれ

る。出て行かれると奈良の若者が少なくなって出生

率も低くなるというような悪い循環が発生しかかって

おります。奈良で子育てをしたくなる人をふやすこ

とは大事でございます。そのためには、地域で安

心して出産、子育てができる環境をつくることが大

事でございます。

具体的には、県内どの地域に住んでおられても

個別の相談や一時預かり、親子の交流、安心して

育てられるようアドバイザーなどによる子育て支援

サービスを受けられるようにするということが県の願

いでございます。妊娠期から子育て期までの切れ

目のない包括的な支援を提供する支援センター

や、０歳児の親子向け広場などの普及に具体的に

取り組んでおります。それで全てが解決するわけで

はございませんが、県の立場から熱心に取り組もう

としている分野でございます。

杉江議員の質問にもございましたが、子育て環

境をどのようにするかということでございますが、家

庭の子育て、特に女性が就労されますと子育て環

境はいっときに少しパワーダウンすることがござい

ますので、その時期に家庭の子育て力にかわって

地域の子育て力をアップさせるというのが大事かと

思います。そのためには保育の充実ということが課

題になっていると思っております。県内全ての市町

村に安心して出産、子育てできる環境をつくるとい

うのが奈良県の願いでございます。

答弁は以上でございました。ご質問ありがとうご

ざいました。

○竹林高校生議長
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持ち時間を過ぎましたので、次の質問を行いま

す。

次に、高田高等学校、９番、北ひかる議員、１０

番、東佳帆里議員、１１番、南和希議員に発言を

許します。

○北議員

奈良県立高田高等学校、９番、北ひかるです。

小学生の保護者に対する情報モラルに関する研

修の実施状況についてお尋ねします。

（高田高等学校 北ひかる議員）

２０１４年、文部科学省の調査、全国学力・学習

状況調査で、奈良県の小学生の携帯電話・スマー

トフォン所有率は５５．７％で、全国７位でした。年

々、その所有率は増加傾向にあり、２０１７年３月の

調査では全国平均が６０％を超えたそうです。

現在のように情報化が進展した社会では、情報

が生活に及ぼす影響をしっかりと理解し、情報に

関する問題に適切に対処できる力を子どもたちに

身につけさせる教育が必要だと考えます。ＳＮＳ上

でのいじめ問題や個人情報流出の問題、ＳＮＳが

原因の誘拐事件など、２０年前には想像できなかっ

た多くの問題が子どもたちの周りで起こっていま

す。

平成２８年度の内閣府の調査によりますと、イン

ターネットの危険性について説明を受けたり学んだ

りした経験は、中学生の保護者では学校で配布さ

れた啓発資料で知ったが６５．４％に対して、小学

生の保護者では５６．７％でした。また、テレビや本

・パンフレットで知ったも４８．１％にとどまっていま

す。

この調査結果から、小学生の保護者に対しても

これまで以上に学校や社会全体で啓発を行う必要

があると思います。また、今の小学生の親世代が小

学生だったころは、もちろんスマートフォンはありま

せんでしたし、携帯電話もあまり普及していなかっ

たと思います。保護者自身の情報モラルについて

の理解や経験が不十分なのかもしれません。子ど

もにとって一番身近な保護者が自信を持って子ど

もに教えられるようになることが必要ではないでしょ

うか。

そこで、知事に質問です。

小学生の情報モラルを高めるためには、大人に

対する情報モラルを高める取り組みが必要だと考

えますが、知事はどのように考え、取り組みを進め

ようとされておられますか、お教えください。

○東議員

１０番、東佳帆里です。公立学校における情報

機器の普及についてお尋ねします。

（高田高等学校 東佳帆里議員）

高校生にとって、今やスマートフォンは不可欠な

生活ツールとなっています。それは友達とのコミュ

ニケーションの道具としてだけでなく、英語などの

教科の学習もスマートフォンを活用して手軽にでき

るようになるなど、勉強道具ともなっています。ある

企業のスマートフォンを活用した教材を利用してい

る高校生は全国で１００万人を突破しており、受験

生の２人に１人は活用していることになります。家庭

学習など個別の自主学習を支援するツールとして

スマートフォンが使われるようになってきたことがわ

かると思います。

私は将来、奈良県の教員になりたいと思ってい

ます。そのための勉強も進めているのですが、新し
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い学習指導要領では、何を学ぶかという学習内容

だけでなく、どのように学ぶかという学びのプロセス

も重視されていると聞きました。これは単なる知識・

理解や正確な知識の蓄積ではなく、子どもが学習

内容を人生や社会のあり方と結びつけて深く理解

し、生涯にわたって能動的に学び続ける姿勢を準

備する学びのあり方、学びの質の改善が求められ

ているということだと思います。

今後、学校の授業では、みずから課題を設定

し、みずから考え、答えを導き、達成感が得られる

授業づくりが大切だと言われています。そのために

は、生徒たちが調べたいことがすぐ調べられる授業

環境が必要だと考えます。奈良県はコンピュータ

ー１台当たりの児童生徒数が７．６人で、全国平均

の６．５人と比べますとＩＣＴ環境の整備がよくありま

せん。児童生徒が使いたいときにはいつでも使え

るＩＣＴ環境を公立学校に整えなければならないの

ではないでしょうか。

そこで、教育長にお伺いします。

教育の機会均等の立場からも公立高等学校に

おいてもタブレットの普及が必要であると考えます

が、タブレットなどの情報機器を公立学校に今後一

層普及していくことについてはどのように計画して

おられますか、お教えください。

○南議員

１１番、南和希です。新学習指導要領の実施に

向けた教職員研修についてお尋ねします。

（高田高等学校 南和希議員）

私は将来、奈良県の小学校の先生になることを

目指して、高田高等学校の教育コースで学んでい

ます。６月には５日間、地元市内の小学校で実習

をさせていただきました。その際、教職員の方々が

皆、子どもの成長のために実に細かいところまで気

を配りながら教育活動に取り組んでいる様子を目

の当たりにし、将来先生になるために非常にたくさ

んのことを学ぶことができました。

私は、子どもたちが最も長い時間を過ごしている

教室で、先生の指導のもと、これまで知らなかった

ことを学んだり、できなかったことができるようになっ

たりして、少しずつ確実に成長できる授業こそが学

校教育の中で一番大切な要素だと考えています。

授業の中でわかったこと、できたことは、授業その

ものの楽しさにつながり、子どもの心にいつまでも

残ります。私は、将来先生になってそのような心に

残る授業をしたいと思います。しかし、そのような授

業をするには、教科科目の内容だけでなく、指導

方法や学習心理学など多くのことをこれから学んで

いく必要があると考えます。また、教師になることが

できた後も、さまざまな研修に参加するなど、教師

としての力を高めたいと考えています。

そこで、教育長にお伺いします。

ことし示された新しい学習指導要領では、主体

的・対話的で深い学びがキーワードとなっていま

す。そうした学びを授業の中で実現し、変化の激し

い不確実な時代を生き抜いていく力を子どもたち

に身につけさせるためには、教員の授業の改善、

授業力の向上が不可欠だと考えられます。新学習

指導要領の視点に立った教員の研修について

は、どのように計画しておられますか、お教えくださ

い。

○荒井知事

私に対しましては、県立高田高等学校の北議員

からのご質問がございました。

東議員、南議員、北、東、南、うまくそろえられま

したね。西さんがいない。東議員と南議員のご質問

は教育長が答えることになります。私が答えたいの

ですけれども、教育長が答えることになります。

北議員のご質問でございますが、保護者に対す

る情報モラルという大事な点でございます。保護者

に対してどのように情報モラルを高める取り組みを

しているのかということでございます。小学生自身も

ＩＣＴを持っておられる方がふえておりますが、情報
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モラルを高めるためには子どもと保護者がインター

ネット利用の危険性、ある面危険でございますの

で、各家庭においてその利用のルールづくりにつ

いて話し合い、実践していただくことがまず重要だ

と思います。ご家庭での関心事項にしていただくこ

とが大事だと思います。それとともに、学校での関

心事項、大きな関心を学校の先生方にも払ってい

ただく必要があろうかと思います。

そのための取り組みでございますが、県では学

校に出向き、小学生だけでなく保護者に向けて出

前講座を行っておりますが、お父様方、お母様方

は大変忙しいので、あるいは家庭でこのようなこと

についてお子様と話し合う時間すらないというご家

庭もございます。しかし、関心を持っていただくた

めのいろいろな働きかけをしています。具体的に

は、よく言われるフィルタリングの利用は必要でしょ

う。家庭・学校でのルールづくりをどのようにするか

という仕組みを家庭、学校でつくってもらうというこ

とも大事であることを県としては機会があるごとに言

うことにしております。

小学生にも身近な存在になっておりますインタ

ーネットの使い方や有害サイトの閲覧防止方法、

家庭でのルールづくりを親子で学んでいただく親

子ネットセミナーをこの８月に開催いたします。この

セミナーは県内の小学４年生から６年生の児童・保

護者を対象としていますが、各学校を通して配布し

た募集チラシにネットの危険についての記事を掲

載して、保護者の皆様と学校の先生に注意喚起を

促していきたいと思っております。

小学生の方々はまだネットの危険というのは実

感されていないわけでございますので、水際に近

づくと危ないよと、水際に近づくときはこのように用

心しなければいけないよということを、インターネット

の世界に近づくことは必要でございますけれども、

このように利用しないと危ないよということをご家

庭、または学校で教えてもらう必要があろうかと思

います。そのためにご家庭と学校の先生方に関心

を持っていただき、どのように考えればいいのかと

いう啓発活動というものを県としては行い、保護者

と学校の先生の理解と実践を促していくことを基本

にしております。

東議員、南議員のご質問でございますが、重要

なご質問でございますので、お答えしたいところで

ございますが、教育長が答えることになっておりま

すので、一言だけ、いずれも、すばらしい、本質的

な質問でございます。生きる力、学ぶ力、あるいはＩ

ＣＴを利用する力をどのようにつけるのか。この質

問は学校の先生に対して頑張りなさいという質問

でございますね。学校の先生がこのようなことをよく

考えて授業をしていただきたいということを期待し

ていることだけ一言申し述べさせていただきたいと

思います。

私の答弁は以上でございます。

○吉田教育長

１０番、県立高田高等学校、東議員の公立学校

における情報機器の普及についてのご質問にお

答えをいたします。

コンピューターの普及の状況をあらわしている数

値にコンピューター１台当たりの児童生徒数という

ものがございますが、平成２６年度の国の調査によ

りますと、高等学校では、奈良県が５．５人に対しま

して全国平均で５．０人と全国平均より悪い数値で

ございましたが、平成２７年度の数値ではほぼ全国

平均並みとなり、整備が進みつつあります。平成２

８年３月に荒井知事が策定した奈良県教育振興大

綱には、平成３１年度までに全国平均よりよい数値

にするという明確な目標を設定しており、着実に整

備が進むよう取り組んでまいりたいと思っておりま

す。

議員が在籍をしている高田高等学校には、新学

習指導要領に対応するため、ことしの３月にアクテ

ィブ・ラーニングルームを設置し、タブレット型コン

ピューターとともに生徒の創造性を高める、豊かに
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することができるアプリケーションソフトも導入をい

たしました。

また、市町村立の小・中学校で整備を進める際

の参考となるように、この９月２０日には市町村教育

委員会を対象として高田高等学校のアクティブ・ラ

ーニングルームの見学会を開催する予定でござい

ます。市町村立の小・中学校においても同様の整

備が進むことを期待しております。

今後、小・中学校でもタブレット型コンピューター

等の普及を促進するためには、全国的に低位とな

っている教員のＩＣＴ活用能力の向上が課題でござ

います。平成３２年度から小学校において実施され

るプログラミング教育の指導力の向上を図るため

に、来年度から２年間で、約８００名の小学校の教

員に対してタブレット等も用いた研修を行う予定と

いたしております。

続いて、１１番、県立高田高等学校、南議員の

新学習指導要領の実施に向けた教職員研修につ

いてのご質問にお答えをいたします。

新学習指導要領でキーワードとなっている「主体

的・対話的で深い学び」とは、社会で起こる多様な

課題の解決に向け、自分のこととして学び続ける

「主体的な学び」、周囲の人々とコミュニケーション

をとりつつ協働的に解決を導き出す「対話的な学

び」、課題に多面的・多角的に迫り、本質的な解決

を目指す「深い学び」を授業の中で具体的に実現

するために示されております。

教育研修所では、新学習指導要領に対応した

教職員に求められる資質・能力を育成するため、

新しい研修計画を検討いたしております。具体的

に申し上げますと、小・中学校での考え議論をする

道徳科の授業方法、小学校における外国語教育

やプログラミング教育を含むＩＣＴ活用能力の育成

など、研修内容の充実を図ってまいります。また、

研修形態として、ワークショップ形式を取り入れた

参加・体験型の研修や、研修プログラムを主体的

に選択できるようにするなど、教職員自身が「主体

的・対話的で深い学び」を体験できるよう研修方法

の工夫を進めているところでございます。

奈良県教育委員会では、奈良県の先生として南

議員のように志高く学ぶ意欲のある人材を熱望い

たしております。教員が教える専門家であり続ける

ためには、絶えず学び続けることが必要であり、ラ

イフステージに応じて学び続けることができるよう研

修体系を現在再構築しているところでございます。

以上でございます。どうもありがとうございました。

○竹林高校生議長

持ち時間を過ぎましたので、次の質問を行いま

す。

次に、郡山高等学校、１４番、松井奈央議員、１

５番、桑原一樹議員に発言を許します。

○松井（奈）議員

奈良県立郡山高等学校、１４番、松井奈央で

す。観光振興について質問いたします。

（郡山高等学校 松井奈央議員）

奈良県がほかの地域と比べて誇れるものは何で

あるかという観点で、私たちは今後の県政に生か

せるものや、もっと力を注ぐべきものは何であろうか

と討論しました。その中で、それは世界に誇れる歴

史や文化ではないかと私たちは考えました。これま

でも世界的な遺産を生かした観光振興は行われて

いますが、より一層進めていくために観光地での案
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内について質問をいたします。

ここ数年、韓国や中国からの観光客が飛躍的に

ふえ、県内を走る電車の車内で日本語以外に英

語、韓国語、中国語でのアナウンスがされるように

なりました。しかし、各観光地では、まだまだ英語以

外の外国語の看板や標識が少ないのではないか

と思います。電車で最寄りの駅までたどり着いて

も、駅から目的地までの案内がわかりにくいのでは

ないかと感じました。

外国人観光客が看板や標識がわからなくても、

スマートフォンで使える観光アプリなどがあれば外

国人観光客がもっと便利に奈良を観光できるように

なるのではないかと考えました。観光アプリなら、観

光施設やイベント情報を地域別やジャンル別に検

索でき、また、行催事やイベント情報もリアルタイム

で配信することができます。対応言語をふやせば

多くの国の観光客に使ってもらえます。既に幾つ

かのすぐれたアプリが開発されているようですが、

外国語には対応していないようです。

そこで、知事にお尋ねします。

多くの文化的背景を持つ外国人観光客を対象

にした観光案内アプリの開発やソフトの開発を目

指すという計画はあるのでしょうか、お聞かせくださ

い。

○桑原議員

１５番、桑原一樹です。林業・木材産業の振興に

関して質問いたします。

（郡山高等学校 桑原一樹議員）

全国的にも奈良の林業といえば、吉野杉が古く

から有名です。杉材やヒノキ材は、東大寺創建に

かかわる久米の仙人の逸話にもあるように多くの寺

院に用いられたようです。また、現在でも多くの寺

や神社などにも用いられています。そのすぐれた

資源を管理する林業従事者の高齢化や、従事者

数が減少していることが問題となっています。

２０２０年に開催される東京オリンピックのメーン

会場になる新国立競技場は、日本を象徴した木を

ふんだんに使用したものになると報道されていま

す。また、昨年、五條市で県産材木を活用した大き

な体育館も建設されました。県の施設においても

今後老朽化し、建てかえなければいけないときは、

その建築材の一部に県産の優良な材木を使用す

ればよいと思います。橿原公苑陸上競技場や体育

館、野球場の老朽化した部分の修復、手狭になっ

ている既存の施設だけでなく、全く新しい運動施設

建設についてもすぐれた県産の吉野材を使用して

みてはどうでしょうか。例えばこの県庁が数年後に

老朽化し、建てかえ計画などがあるとき、県産材を

積極的に活用すればマスコミにも注目されることに

なり、その有用性と消費に大いに役立つと思いま

す。

そこで、知事にお尋ねします。

県の戦略では、森林保有者と素材生産者とをマ

ッチングさせるなどして、平成３２年度には木材生

産量を２５万立方メートルにふやすとありますが、す

ぐれた建築資材である県産の木材を県はどのよう

な用途に利用しようとお考えでしょうか、具体的な

利用方法を教えてください。

○荒井知事

県立郡山高等学校の松井議員と桑原議員のご

質問にお答え申し上げます。

松井議員のご質問は、観光地の案内のグレード

アップという観点でございます。

観光地奈良にとってはとても重要な分野でござ

います。奈良を訪れていただく外国人、とりわけ外

国人観光客が初めての訪問地であっても便利に

安心して周遊、滞在できるには、案内サービスが

極めて大事な、必要不可欠なサービスでございま

す。おもてなしのいろいろなアイテムがありますが、

その中でも極めて重要なことでございます。

その中でスマートフォンの活用というのは、とりわ

け若い外国人の方々、日本の訪問者もそうです
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が、スマートフォンユーザーに対応する案内サービ

スは必要だと思っております。県では昨年１２月か

らスマートフォン端末から簡単にアクセスできる新し

い外国人観光客向けのウエブサイトを公開しており

ます。このサイトはアプリのように地図上のアクセス

情報や宿泊情報、旬のイベント情報をダウンロード

などの手続なしに入手でき、来県してすぐその場

で使える仕様となっております。また、その内容も

ネーティブスピーカーによる奈良の奥深い魅力を

伝える充実したものにしているわけでございます。

外国人観光客に対する案内サービスと、もう一

つはどのような観光地なのか、奈良にある文化財

はどのようなものなのかということを、日本語の直訳

だけでなく、背後にある文化の本質、歴史のストー

リーなどをきちんと伝え、奈良の文化財、社寺の本

質的な理解が大事だと思っております。奥深い奈

良の魅力をどのように伝えるかということになります

が、その伝え方は案内と違って説明という言葉を使

っております。

文化財の説明は本質的な説明になるようにとい

うことでございますが、一つ奈良県猿沢インというも

のを最近外国人中心の案内所として整備をいたし

ました。英語、中国語対応のスタッフが常駐し、丁

寧に観光案内をしており、利用者からも高い評価

を得ているところでございます。猿沢池の端にあり

ます県営のサービス案内でございますが、外国人

の方々に好評でございまして、そのような方々が、

ウエブサイトに奈良のいいところを投票されます

が、１位は東大寺の大仏殿、２位は奈良の鹿、写

真に撮ってウエブサイトに載せられ、フェイスブック

などに載せられますので、それを見て訪れる外国

人もふえておりますが、実はそのウエブサイトの３

位にランクされているのがこの猿沢インの奈良県営

観光案内所でございます。大変外国人の方に評

判がいいと聞いております。奈良は来やすいよ、サ

ービスがいいよということが、そういうサイトを通じて

伝わって多くの人が来られる、案内サービス、説明

サービスを充実させるということは、観光のプロモー

ション以上に大事なことだということを最近実感して

おるわけでございます。

今後もより多くの外国人観光客の方が便利に使

っていただけるように、議員お述べになりましたス

マートフォンを利用したサイトの案内情報を更新、

改善することが必要でございますが、外国人観光

客の視点に立った、直接案内できるガイドの質を

高めることも必要かと思っております。それを多言

語観光案内に仕立てていくということを心がけてい

きたいと思っております。

桑原議員は、奈良県の林業・木材産業の振興に

ついてのご質問でございました。奈良県は林業県

でございますが、販売量の実力は２０位以下でござ

います。かつての上質な吉野杉の売れる量が確保

できなくなってきている奈良県の林業・木材産業で

ございます。その振興をどうするのかというのが質

問の内容でございます。

本県では、林業・木材産業の振興を図るため、

奈良県林業・木材産業振興プランをつくっておりま

す。その一番大事なところは、根っこの売れるとこ

ろだけを切って売って、真ん中の材、先っぽを切り

捨て間伐、山に残しておく、値打ちのないものを運

び出すのは経費がかかるということで運び出されな

かったわけでございます。それでは山に悪いことに

なるので、この根っこから先っぽまで全てを搬出し

て多用途に利用するということを基本にしておりま

す。根っこは木材として売る、真ん中は集成材のよ

うに加工して利用してもらう、先っぽはバイオマスの

ように、燃料として利用する。それらの用途に適し

たそれぞれをＡ、Ｂ、Ｃ材と呼んでおりますが、根っ

こから先っぽまでを取り出すということを基本にした

振興プランになっております。

その中で利用の促進ということも大事かと思って

きております。公共建築物における奈良の木利用

推進方針を策定いたしまして、県施設の木造・内

装等木質化を進めております。県庁をごらんいた
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だいたら、ここも木質でございます。これは古いから

木質でございますが、県庁の玄関、あるいは２階、

３階のエレベーターホールは全て木質化をしてお

るところでございます。県内の公共施設を引っ張る

ような木質化に努めておるわけでございますが、ほ

かの各市町村においても同じような方向で進めて

いるところでございます。

また、議員お述べになりましたように、木材生産

量を平成３２年には、平成２５年、７年前の１４万８，

０００立方メートルから２５万立方メートル、１０万立

方メートルもふやす計画をしておりますが、このよう

な努力を重ねることが必要でございます。

先ほど申し上げましたように、県庁舎のエレベー

ターホールには、杉の角材を壁や天井に取りつけ

て、温かみのある木材、木質空間になりました。こ

れは東京の早稲田大学の古谷先生にデザインを

していただきました。また、市町村の施設では、五

條市上野というところの公園総合体育館で、一戸

建ての家１００軒分に相当する杉やヒノキが使われ

ました。県内の学校の校舎の木造・木質化もふえ

てまいりました。

また、東京オリンピック・パラリンピック関連施設、

新国立競技場などで木造化、木質化の競技場が

できる予定でございますが、そこに売り込みをかけ

る。また、奈良県内の平城宮跡の中の大極殿院な

どの木材利用を促進するなどの取り組みをしており

ますが、小さなものでありましては、お土産や贈り

物用品に奈良県木材を使っていただく取り組みを

進めております。吉野杉を利用したバイオリンの製

作をいたしました。樹齢２７０年の吉野杉のかたいと

ころでバイオリンを製作したところ、とてもきれいな

色で優しい色が出ることがわかりました。また、白衣

観音という仏像をつくって売る、少し高いのですけ

れども、きれいな顔の仏像をつくることができまし

た。そのようなモデルとなるような県産材利用の取り

組みを多角的に進めているところでございます。

努力をすれば報われること多しという気持ちで頑

張っていきたいと思っております。ご質問ありがとう

ございました。

○竹林高校生議長

再質問はありますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

それでは、しばらく休憩します。

午後２時３２分 休憩

午後２時４６分 再開

○西村高校生議長

休憩前に引き続き会議を開きます。

（高田高等学校 西村優希議員）

次に、登美ケ丘高等学校、１９番、大塚登記議

員、２０番、松井紀子議員に発言を許します。

○大塚議員

奈良県立登美ケ丘高等学校、１９番、大塚登記

です。奈良県における総合診療専門医の確保に

ついてお尋ねします。

（登美ケ丘高等学校 大塚登記議員）

本県では現在、平成２８年度に吉野郡大淀町福

神に開設された南和広域医療企業団南奈良総合
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医療センターをはじめ、平成３０年度春に奈良市平

松から奈良市六条山地区に移転予定の奈良県総

合医療センター等の地域の拠点となる総合病院の

拡充が進められているところです。これら新しい病

院が順調に稼働することで、本県の医療事情が県

民全体にとって好ましい方向に向かうことが強く期

待されています。

平成２５年４月に出された厚生労働省の専門医

の在り方に関する検討会の最終報告を受けて、平

成３０年度から新しい専門医の制度が始まろうとし

ています。そして、それにあわせて１９番目の新し

い基本診療科としての総合診療専門医が設けら

れ、その専門医を育てるための研修も始まろうとし

ています。専門医とは、一般社団法人日本専門医

機構が認定する医師であり、中でも総合診療専門

医は総合的に診療する力を持つ医師のことであ

り、多くの患者によく見られる症状に幅広く対応す

ること、初期診療に対応して必要に応じて専門医

を紹介し、多くの患者が必要な医療を適切に受け

られるようにすることなどが期待されています。

皆さんは熱が下がらなくて病院へ行ったけれど、

あちこちの診療科を回ってもなかなか診断がつか

なくて困った経験はありませんか。そんなとき、専門

的な研修を積んだ総合診療専門医の存在は、適

切な対応が期待でき、患者の負担軽減にもつなが

るので大変心強いと思います。

そこで、知事への質問です。

県民にとって大きな関心事である医療体制の整

備・充実に関しては、今後も県民の期待に応える

ために引き続き積極的な姿勢で進めていかれると

思いますが、その中で、今後新しく認定されること

になる総合診療専門医の確保について、県として

どのようなお考えを持っておられるのかをお聞かせ

ください。

○松井（紀）議員

２０番、松井紀子です。高齢者の日常の交通手

段の確保についてお尋ねします。

総務省の人口統計によると、平成７年には日本

全国の６５歳以上の高齢者人口は全人口の１４．６

％でしたが、平成２７年には２６．７％に上昇しまし

た。さらに、今から１８年後の平成４７年には３３．４

％に増加するという予測があります。この急激な高

齢者の増加に伴い、高齢者のひとり暮らしや夫婦

だけの世帯の増加や、高齢者の自動車運転免許

の自主的な返納等により、これまでのように容易に

移動することができない状況が起こっており、高齢

者の日常の交通手段を公的に確保していく必要が

あると考えます。

（登美ケ丘高等学校 松井紀子議員）

そのため、現在、本県では、奈良県公共交通条

例に基づき積極的に政策が実行に移されていると

思います。具体的には、ほとんどの自治体でコミュ

ニティーバスの運行が実施されるようになったこと、

まだ一部の自治体での実施にとどまるものの、デマ

ンドバスやデマンド型乗り合いタクシーの運行が始

まったこと等がありますが、まだまだ高齢者が日常

生活を不自由なく行うためには交通手段の確保が

十分でないと思います。

そこで、知事への質問です。

奈良県で高齢化が進む中、県内に居住する高

齢者の日常の交通手段の確保について、今後ど

のように進めていかれるのか、そのお考えをお聞か

せください。

○荒井知事

県立登美ケ丘高等学校の大塚議員と松井議員

のご質問がございました。

大塚議員のご質問は大変専門的なご質問でご

ざいますが、専門医制度というのが今、国のほうで

検討されておりますが、その中で総合診療専門医

の確保についてというご質問でございます。

お医者さんは専門医を目指す方が多いわけで

ございます。心臓外科、血液内科、あるいは脳外
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科など、そのような大変難しい病気を治す先生方

を専門医と称しておりますが、その専門性が高くな

りますと逆に難しいことも出てまいります。例えば医

療の専門分化が進みますと、救急で運び込まれた

ときに専門外という理由で救急患者の受け入れを

断られることがございます。また、高齢化が進み、

今後は複数の病気の管理が必要となる高齢者の

増加が見込まれるわけでございます。

お医者さんは、やはりまず診るということをしてい

ただきたいわけでございますが、県といたしまして

は幅広い診断能力を備えた医師の確保が重要だ

と考えております。そのような立場から総合診療専

門医というのは大事な分野でございますが、まだま

だ本県では数が少ないのが現状であります。県と

いたしましては、総合診療科を目指す医学生に奨

学金制度を設けております。

また、奈良県では、総合診療専門医の育成プロ

グラムを持つ医療機関が６つございますが、その６

つの県内医療機関が一丸となって総合診療専門

医を目指す若手医師の勉強会や指導医の研修会

など、総合診療専門医を県内で育てる体制の構築

に努めているところでございます。県もその取り組

みに参画し、費用の一部を支援するとともに、活動

内容を「ならドクターズネット」というホームページで

紹介し、総合診療専門医を目指す方々の魅力を

伝えているところでございます。

総合診療専門医を必要とするフィールドは、先

ほど申し上げましたように何でも診ていただく救急

医、また何でも診ていただく高齢者を対象とする医

療など、大変期待されるフィールドが広がってきて

おりますので、その養成と確保はさらに重要になっ

てきていると考えております。

今、申し上げましたことを今後も引き続き努力を

重ね、県内の医療機関とともに総合診療専門医を

育てる環境づくりに努めていきたいと考えておると

ころでございます。

松井議員のご質問でございますが、日常の交通

手段の確保についてのご質問でございます。

これも高齢者が急速にふえております本県で

は、極めて大事な課題でございます。全国平均を

上回って高齢化が進展しているのが奈良県でござ

います。そのような地域になりますと買い物、通院

など高齢者にとっての日常生活及び社会生活の

確保、質の確保のために移動手段が大事でござい

ます。高齢者が急速にふえる奈良県が取り組まな

ければならない大事な課題だと思っております。

高齢者の移動手段の確保をどのようにするかと

いうことでございますが、自分で車を運転されるの

をあまりお勧めできなくなりますので、人に運んでも

らう公共交通の確保、充実が基本となっておりま

す。高齢者の方にとりましては、バス等の使いやす

い公共交通の実現が必要であると思っておりま

す。

県でやっておりますことを申し上げますと、路線

バスなど地域間幹線交通やコミュニティーバス、デ

マンド交通など地域内で動かれる交通への支援を

従来から行っております。また、鉄道事業者の高齢

者に向けたバリアフリー化、エスカレーター、エレ

ベーターを充実させることや、奈良交通株式会社

の導入するノンステップバスの支援などを行ってい

るところでございます。

奈良県では、県、市町村、交通事業者、住民代

表等から成る奈良県地域交通改善協議会を立ち

上げております。その中の大きなテーマは高齢者

をはじめとした県民の移動ニーズに応じた交通サ

ービスの実現でございます。移動ニーズがあるの

に輸送がないというのは大変悲しいことでございま

すが、一方、移動ニーズはどのようにあるのか、高

齢者の移動ニーズ、皆さんのように通学者の移動

ニーズ、あるいは通勤者の移動ニーズ、また、ご家

庭の奥様の買い物などの移動ニーズなどをどのよ

うに公共交通で確保するかという課題でございま

す。地域ごとの事情が違いますので、地域ごとに創

意工夫を行う必要がございますが、市町村だけの
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創意工夫ではなしに県も一緒になって、県と市町

村、またバス事業者関係の交通事業者と連携・協

働して、県は多少の助成を行いつつ取り組んでい

きたいと思っている課題でございます。

答弁は以上でございますが、ご質問、誠にありが

とうございました。

○西村高校生議長

再質問はありますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、次の質問を行います。

次に、畝傍高等学校、２４番、中村有希議員、２

５番、江川陽菜議員に発言を許します。

○中村（有）議員

奈良県立畝傍高等学校、２４番、中村有希で

す。漢方のメッカ推進プロジェクトについて質問い

たします。

（畝傍高等学校 中村有希議員）

私たちは、授業の一環で奈良県が現在取り組ん

でいるプロジェクトについて調べていました。その

中で興味を持ったのが漢方のメッカ推進プロジェク

トです。漢方といえば奈良というイメージが私たち

の中にはなかったからです。そこで、私たちはこの

プロジェクトがどのような取り組みなのか調べること

にしました。調べてみたところ、このプロジェクトで

は主に薬品の企業や医療を専門とする人々に向

けた取り組みが多いことがわかりました。例えばロ

ート製薬と連携して奈良で薬草をつくるという包括

協定や、医大生向けのセミナーの開催などです。

ここで疑問に思ったのが、プロジェクトが目標とし

て掲げているステージ４の漢方の普及についてで

す。一般人への普及を進めるために漢方シンポジ

ウムを開くなど、さまざまな努力をしているようです

が、先ほど述べたように私たちには漢方といえば奈

良というイメージがなく、漢方についてもよく知りま

せんでした。これは、まだ一般人、特に若者に漢方

が普及していないということではないでしょうか。私

たちが漢方について調べてみると、漢方は冷え性

や頭痛の改善、食欲不振など、若い人々も悩むよ

うな身近な症状に効くことがわかりました。これは、

若者にも漢方の需要があるということで、普及も十

分可能だと私たちは思います。

そこで、知事に質問です。

現状、私たちのように多数の若者は、漢方のメッ

カどころか漢方についての知識を持っていないと

思われます。私たちはまず、このプロジェクトを通し

て奈良県内の若者にも普及を進めていくべきだと

思います。私たち奈良県民が漢方について知って

いくことから、他府県へのアピールが始まっていく

のではないでしょうか。知事は、一般人、特に若者

に対してこれからどのような方法で普及を進めてい

こうとお考えなのかをお聞かせください。

○江川議員

２５番、江川陽菜です。南部・東部の振興、定住

の促進について質問いたします。

（畝傍高等学校 江川陽菜議員）

私たちは、授業の中で奈良県の南部・東部地域

の課題は、若者世代の定住が進まないことによる

少子高齢化であると考えました。

奈良県南部振興基本計画及び奈良県東部振興

基本計画によると、人口ピラミッドをトルネード型か

らつり鐘型へ移行することが必要であり、若者や子
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育て世帯をターゲットにするなど、人口をふやすた

めにあらゆる政策を総動員するとのことでした。し

かし、現在、南部・東部地域は、若い世代には不

可欠である携帯電話の電波がつながらないという

問題や、ＩＴやサービス業などの若者がつきたい仕

事が少ないこと、交通の便が悪く買い物がしづらい

こと、保育園・学校までの距離が遠いことなどの若

者や子育て世代が必要とする条件が不十分である

と感じます。

南部・東部の振興には、あらゆる政策を総動員

しなければならないのですが、その中で、私たちが

関心を持った政策は教育の充実です。特に全国

から生徒が集まる魅力ある高校づくりという項目に

関心を持ちました。例えば島根県の離島にある隠

岐島前高等学校は、全国から生徒が集まる魅力が

あり、実際にやる気あふれる高校生が多数入学し、

島の活性化の一翼を担っています。また、将来、彼

らが隠岐島に戻り、島の活性化に長く携わる可能

性があります。

そこで、教育長に質問です。

県では、南部・東部地域において、全国から注

目され、地域の活性化に貢献できる学校づくりのた

めに具体的にどのような施策を進めていらっしゃる

のでしょうか、お聞かせください。

○荒井知事

私に対しましては、県立畝傍高等学校の中村議

員からご質問がございました。２つ目の江川議員の

ご質問は教育長がお答えすることになります。

中村議員のご質問は、漢方のメッカ推進プロジ

ェクトについてでございます。特に若者に対してど

のように認識をしてもらうのか、あまり知られていな

いよということでございます。

奈良県は漢方のメッカプロジェクトを進めており

ますが、なぜそのようなことをするかということでござ

いますが、奈良県と薬とのかかわり、漢方とのかか

わりは非常に古くからございます。日本書紀に西暦

６１１年、１，３００年以上前でございますが、推古天

皇が宇陀地方で薬猟をされたという記述がござい

ます。江戸時代には、奈良県は大和トウキに代表

される優良な薬草の栽培地として全国的に有名に

なりました。薬業も盛んでございますが、三光丸な

どの配置薬が全国で広く販売されるようになりまし

た。また、漢方薬で有名なツムラやロート製薬、武

田薬品工業などの創業者はいずれも奈良県出身

でございますが、このように古くからの薬のメッカで

あることが影響していると思います。

本県は漢方の聖地という呼び方もされるゆえん

がこのようにあるわけでございます。世間ではあまり

知られていないというご指摘でございますが、この

ように奈良県とゆかりの深い漢方を振興するため、

漢方のメッカ推進プロジェクトという呼び名での施

策を実施しているところでございます。

その中で、漢方生薬と言われるもとの材料の栽

培と製造も大事でございますが、議員のお述べに

なりました漢方の普及というのも重要な課題でござ

います。皆様方はまだこのような薬は身近には必

要がないと思われるところはあると思いますが、こ

れまでに漢方シンポジウムや漢方ツアーのようなイ

ベントのほか、県内外で開催されるイベントで積極

的なＰＲ活動を実施してまいりました。

また、若い人たちにもＰＲ効果が高いと言われま

すフェイスブックを活用して、奈良の薬や薬草に関

するさまざまな情報を発信することによって、奈良

の漢方と奈良の薬草といったようなことの認識を広

め、その普及に努めているところでございます。

また、このようなご質問があるのも大事なことでご

ざいまして、このような答弁を通じて広く県民の皆

様に漢方のことを知っていただく機会になります

し、先ほど申し上げました漢方に関するイベントや

講演会の情報を積極的に発信していきたいと思っ

ております。

また、ＳＮＳなどに漢方の知識、普及なども提供

していきたいと思っているところでございます。
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ご質問ありがとうございました。

○吉田教育長

２５番、県立畝傍高等学校、江川議員の南部・

東部の振興、定住の促進についてのご質問にお

答えをいたします。

議員ご指摘のとおり、奈良県南部振興基本計

画、奈良県東部振興基本計画には、住み続けられ

る地域づくりの方途として教育の充実、とりわけ全

国から生徒が集まる魅力的な高校づくりが示され

ております。また、奈良県教育振興大綱において

は、県立高等学校の役割として地域の教育、福

祉、文化を支える人材の育成が掲げられていること

から、各校の魅力化・特色化を推進することは極め

て重要であると考えております。

このため、これまでから高等学校の特色化を推

進しており、南部・東部地域においては、薬品科学

科や福祉科など特色ある学科等を設置し、教育内

容の充実を図っています。また、部活動において

も、ラグビー部、自転車競技部などは全国レベル

で活躍しているだけではなく、特に地域からの期待

も大変大きく、今後さらに地域の活性化にもつなが

るよう全国からの入学者募集を行っているところで

ございます。

現在、県教育委員会では、県立高等学校の教

育内容の見直しを図っており、特に、南部・東部で

は、地域産業で活躍する専門職業人を育成するた

めに、実学を重視した教育を充実させたいと考え

ております。具体的に申し上げますと、伝統建築や

森林環境の保全について学んだり、また、介護や

保育などを学べる学科を設置をしたり、また、地元

の施設において実践的なインターンシップを実施

するなど、地域の活性化につながる学校づくりを推

進してまいります。

以上でございます。どうもありがとうございました。

○西村高校生議長

再質問はありますか。

２６番、髙橋紀花議員。残り時間の範囲内で再

質問を行ってください。

○髙橋議員

漢方のメッカ推進プロジェクトについて荒井知事

に再質問したいのですけれども、いくらＳＮＳが若

者の間で普及していても、工夫しないと奈良県が

運営している情報をみんなが見てくれるとは限らな

いので、どういう工夫をしようとお考えですか。

○荒井知事

漢方は、多分ご理解願えると思いますが、ユー

ザーといいますか、使われる人はむしろ若者より高

齢者の方が多い、あるいは持病を持っている方が

多い。漢方は割と効くのですよね、若者が飲まれて

も効く。頭がよくなる漢方というのもあるのではない

かと思うのですけれども。漢方は薬害が少ないとい

うメリットがありますので、若者の方が漢方に関心を

持っていただくのは大変ありがたいと思います。若

い方が全部健康だということではありませんので、

いろいろな体質改善のために漢方を利用するとい

うことが必要だと思います。漢方の普及または知識

のために、ＳＮＳで知識として知るだけではなく、実

はお医者さんが漢方を使いなさいと言っていただく

のが一番いいのですけれども、お医者さんは漢方

を嫌いというわけではありませんが、あまり漢方を使

われない。西洋医学で治療される方が多いですの

で、熱が出たら熱冷まし、風邪を引いたら、風邪は

なかなか薬としては難しいのですけれども、西洋医

学で治療されますので、しかも、お医者さんが使わ

れないとユーザー、一般家庭が漢方の知識を持っ

ていても、なかなか漢方はいいよというところまで踏

ん切ることが少ないのが実情でございます。

長々と実態についての感想を申し上げました

が、そのような漢方をめぐる購買者と販売者の関係

が現在ございます。ただ、そのようなことであるとい
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うことは知識としても、また、将来のためにも、ある

いはおじいさん、おばあさんのためにも関心を持っ

ていただくのは重要だと思います。知っていただく

にはどのようにすればいいか、ＳＮＳも一方的でご

ざいますので、先ほどの観光のことで言えば、利用

された方が自分の体験はこうだよと言っていただく

ＳＮＳがとてもいいわけですけれども、若者の皆さ

んは漢方の利用についてのＳＮＳで、これを飲んだ

けれども元気になったよ、効いたよというような情報

展開はなかなか難しいのではないかと思っておりま

す。

したがって、再質問されましたように、ＳＮＳの利

用で、見ない人がわからないということだけではな

く、そもそも漢方についてＳＮＳなどで知識の普及、

また利用の促進ができるのかという基本的な難点

はあるように思いますが、いろいろな知識の普及、

また利用の普及の仕方をいろいろ試していかなけ

ればいけないと思います。

また、議員にもよい知恵が、若者の皆様にもよい

知恵があれば教えていただければと思います。

○西村高校生議長

ほかに再質問はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

これをもって県政に対する質問を終わります。
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高校生からの提言と同採決

○西村高校生議長

次に、住みよく魅力ある奈良県づくりについての

提言を行います。

智辯学園奈良カレッジ高等部、３番、平沢麻緒

議員から提言第１号、奈良をもっとＷｉ－Ｆｉの使え

る街にについて提言決議方の動議が提出されまし

たので、平沢麻緒議員に趣旨弁明を求めます。

提言第１号

奈良をもっとWi-Fiの使える街に

○平沢議員

智辯学園奈良カレッジ高等部を代表して、提言

第１号、奈良をもっとＷｉ－Ｆｉの使える街ににつきま

しては、提言文の朗読をもって提案にかえさせて

いただきます。

（智辯学園奈良カレッジ高等部 平沢麻緒議員）

奈良県にはたくさんの国宝・重要文化財がありま

す。文化庁「国宝・重要文化財等都道府県別指定

件数一覧」によるとその数は東京、京都に次いで３

番目になります。にもかかわらず奈良を訪れる外国

人観光客は意外と少ないのです。観光庁が発表し

た２０１６年の統計によりますと、都道府県別宿泊者

数で京都は第４位であったのに対して、奈良は２５

位でした。

なぜ京都に比べて、奈良は外国人観光客が少

ないのでしょうか。

それは、外国からの観光客は来日前に下調べを

してくると思いますが、奈良は京都に比べ圧倒的

に情報量が少ない為に、奈良での滞在時間が少

なくなってしまっていることが考えられます。

奈良には宿泊施設が少ないことも従来より指摘

されている通りです。この点において、奈良少年刑

務所を宿泊施設にすることが進められていますが、

奈良の観光が発展する起爆剤になれば良いと思

います。

ところで、和歌山県立博物館では、実物大で３Ｄ

プリンター製の文化財レプリカを作っています。視

覚に障害がある方に情報を伝えるとともに、誰もが

触って楽しみながら学べるようになっています。橿

原考古学研究所附属博物館でも、和歌山の取り組

みを採用し、動き始めています。これをもっと広め

ていけばいいのではないでしょうか。これで誰にで

も優しく楽しめる観光へと生まれ変わることが出来

ます。

また、ミニチュアサイズの大仏様を作るのも良い

と思います。あの東大寺の大仏様が小さくなって触

れるようになるのです。今迄は大仏様を見上げて

いたのに、今度は大仏様の全体像を一目で見られ

るようになります。既に東大寺が作成している大仏

様のＶＲ映像と組み合わせればよりわかりやすいも

のとなるでしょう。国宝・重要文化財がもっと身近に

なるわけです。

そして、フリーＷｉ－Ｆｉを使える場所を拡大してい

きましょう。フリーＷｉ－Ｆｉが更に広域で使えるように

なれば、奈良を訪問している外国人観光客が自分

の実際に訪れた寺社仏閣やお店の情報を発信し

てくれるようになります。

このように、３ＤプリンターやＷｉ－Ｆｉなどを活用し

て文化財や古都である奈良の町をたくさんの人に

知ってもらい、更に発展し魅力ある街になれば素

晴らしいと思います。そこで、観光に関する取り組

みに対して県から積極的に補助金の交付などの支

援を行い、観光業を中心とした奈良県の活性化を

図ることを提言します。

平成２９年８月２２日 奈良県高校生議会

ぜひともご賛成いただきますよう、よろしくお願い

します。

○宮崎議員

ただいま平沢麻緒議員から提案されました提言

第１号、奈良をもっとＷｉ－Ｆｉの使える街にについ
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て賛成します。

○東議員

ただいま平沢麻緒議員から提案されました提言

第１号、奈良をもっとＷｉ－Ｆｉの使える街にについ

て賛成します。

○西村高校生議長

ただいまの動議は、正規の賛成があって成立し

ました。

よって、直ちに議題とします。

お諮りします。

提言第１号については、３番、平沢麻緒議員の

動議のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。

（賛成者起立）

ご着席願います。

起立多数であります。

よって、提言第１号については採択することに決

しました。

○西村高校生議長

次に、育英西高等学校、７番、神谷あゆ美議

員、８番、竹内千乃議員から提言第２号、昼も、夜

も、どんなときも、どんな人も安心安全なまちづくり

について提言決議方の動議が提出されましたの

で、神谷あゆみ議員、竹内千乃議員に趣旨弁明を

求めます。

提言第２号

昼も、夜も、どんなときも、

どんな人も安心安全なまちづくり

○神谷議員

育英西高等学校を代表して、提言第２号、昼も、

夜も、どんなときも、どんな人も安心安全なまちづく

りにつきましては、提言文の朗読をもって提案にか

えさせていただきます。

奈良の夜は暗いです。夜が暗いことは自明のこ

とですが、私は大変暗いとの印象をもっています。

現代社会において、産業構造の高度化からくる経

済発展社会において、夜間も活動時間です。社会

人であっても、学生生徒児童であっても、高齢者の

方であっても、どのような方であっても、昼夜問わ

ず活動しています。そして、女性の社会進出著し

い現在、住宅地が続々と増加している本県におい

て、時間を問わず、安心して活動できる、いや、歩

くことができる街づくりは喫緊の課題ではないでしょ

うか。

私たちの学校は近鉄富雄駅から徒歩２０分ほど

のところにあります。大阪にも京都にもアクセス便

利な近鉄富雄駅がある本校周辺は住宅の開発が

進んでいる地域の一つでもあります。その新興住

宅街であるにも関わらず、夜間帯の街や道路、歩

道が暗いと感じるのはどうしてでしょうか。

（育英西高等学校 神谷あゆ美議員）

○竹内議員

今回、防犯と街灯について調査しました。福山

大学人間文化学部の平伸二教授らの研究から、

青色街路灯がもたらす効果や青色・白色複合ＬＥ

Ｄ照明における各種効果について知ることができ

ました。また、青色街路灯のモデル地区として本県

が調査対象となっていたことも知りました。研究の

結果によると、照明を青色に替えるだけでは防犯

効果は期待できませんが、防犯のシンボルカラー

として地域住民の防犯意識を高め、自主防犯活動

が活発に行われることが犯罪抑止につながるそう

です。さらに、ＬＥＤ照明は、比較的低コストでの実

施が可能で１０年ほど消費寿命があり、しかも消費

電力が抑制でき、従来のものより明るさが向上する

ことから防犯効果も期待できるとのことです。

近鉄富雄駅周辺に青色・白色ＬＥＤ照明を設置

し、夜間帯の歩道をもっと明るくして、さらに地域の

防犯意識を高めることで、より安心安全な街にする

ことができると思います。また、県内の他の地域に
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もこの取り組みが広がって、県全体の犯罪を減らす

こともできるのではないかと思います。

私たちは提言します。安心安全な街づくりのた

めに、街路灯の青色・白色ＬＥＤ化を実現し、その

先進モデルとなりませんか。

平成２９年８月２２日 奈良県高校生議会

ぜひともご賛成いただきますよう、よろしくお願い

します。

（育英西高等学校 竹内千乃議員）

○松井（奈）議員

ただいま神谷あゆ美議員、竹内千乃議員から提

案されました提言第２号、昼も、夜も、どんなときも、

どんな人も安心安全なまちづくりについて賛成しま

す。

○尾﨑議員

ただいま神谷あゆ美議員、竹内千乃議員から提

案されました提言第２号、昼も、夜も、どんなときも、

どんな人も安心安全なまちづくりについて賛成しま

す。

○西村高校生議長

ただいまの動議は、正規の賛成があって成立し

ました。

よって、直ちに議題とします。

お諮りします。

提言第２号については、７番、神谷あゆ美議員、

８番、竹内千乃議員の動議のとおり決することに賛

成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

ご着席願います。

起立多数であります。

よって、提言第２号については採択することに決

しました。

○西村高校生議長

次に、高田高等学校、１２番、村田美音議員か

ら、提言第３号、少子化対策の子育て支援策とし

て、小学校の空き教室に保育所の設置をについて

提言決議方の動議が提出されましたので、村田美

音議員に趣旨弁明を求めます。

提言第３号

少子化対策の子育て支援策として、

小学校の空き教室に保育所の設置を

○村田議員

奈良県立高田高等学校を代表して、提言第３

号、少子化対策の子育て支援策として、小学校の

空き教室に保育所の設置をにつきましては、提言

文の朗読をもって提案にかえさせていただきます。

（高田高等学校 村田美音議員）

少子化が進んでいるといわれている今日、出産

する女性の人口規模が減少し、出生数は減少傾

向にあり、奈良県でも少子化は重要な課題となっ

ています。

内閣府の調査によりますと、理想の子ども数を持

てない理由として、「子育てや教育にお金がかかる

ため」が最も多く、「自分の仕事に差し支えるから」

もその一つとして、大きな割合を占めています。そ

れらの課題を改善するためには、子育てしやすい

環境を整える必要があります。

その方策としましては、まず地域子育て支援拠

点など子育てをする親たちが気軽に悩みを相談で

きる機関や経済的支援を増やしていくことはどうで
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しょうか。経済的支援の例としては、安心して子ども

を預けることができる施設を増設すること、また、子

どもを社会で育てるという観点から子どもを保育所

に通わせることを義務化し、保育料を無償化するこ

となどがあるのではないかと考えます。

また、私は待機児童の問題が喫緊の課題だと考

えます。最近、マスコミ等で待機児童の問題が数

多く取り上げられています。奈良県でも年々改善さ

れているようですが、奈良市、生駒市の待機児童

の数が少し多いようです。女性の社会参画を進め

ていく中で、待機児童の問題が解決しない限り、職

場復帰と活躍推進は難しいのではないかと思いま

す。このような状況を改善するために、小学校の空

き教室を利用するなど、保育所の増設と保育士の

養成及び増員が必要です。

待機児童を解消し、私たちが将来、子育てしや

すい奈良県を実現するため、安心して子どもを預

けることのできる施設を増設する方策として、保育

所を小学校の空き教室に設置することを提言しま

す。

平成２９年８月２２日 奈良県高校生議会

ぜひともご賛成いただきますよう、よろしくお願い

します。

○法村議員

ただいま村田美音議員から提案されました提言

第３号、少子化対策の子育て支援策として、小学

校の空き教室に保育所の設置をについて賛成しま

す。

○中村（有）議員

ただいま村田美音議員から提案されました提言

第３号、少子化対策の子育て支援策として、小学

校の空き教室に保育所の設置をについて賛成しま

す。

○西村高校生議長

ただいまの動議は、正規の賛成があって成立し

ました。

よって、直ちに議題とします。

お諮りします。

提言第３号については、１２番、村田美音議員の

動議のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。

（賛成者起立）

ご着席願います。

起立多数であります。

よって、提言第３号については採択することに決

しました。

○西村高校生議長

次に、郡山高等学校、１６番、中谷千幸議員か

ら、提言第４号、観光の振興と林業の保全につい

て提言決議方の動議が提出されましたので、中谷

千幸議員に趣旨弁明を求めます。

提言第４号

観光の振興と林業の保全

○中谷議員

奈良県立郡山高等学校を代表して、提言第４

号、観光の振興と林業の保全につきましては、提

言文の朗読をもって提案にかえさせていただきま

す。

（郡山高等学校 中谷千幸議員）
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私たちが観光の振興と林業の保全という観点か

ら提案したいことは、吉野杉や吉野桧などの奈良

の木材を使用した体育館やホールの建設です。

奈良県は世界に誇れる文化都市だと思っていま

す。６月には県内のいろいろな施設を利用して今

年で５回目をむかえる「ムジークフェストなら」も盛

大に行われました。そして県内初のプロスポーツチ

ーム「バンビシャス」もジャパンバスケットボールＢリ

ーグで活躍中です。このように奈良県には文化・ス

ポーツを愛する人たちが多く暮らしています。

国内で盛り上がりを見せている、２０２０年に開催

される東京オリンピックのメイン会場になる新国立

競技場は日本を象徴した木をふんだんに使用した

ものになると報道されています。

多くの県民が文化やスポーツに親しめる環境づ

くりのために、奈良県の木材を使用して体育館や

ホールを建てることで、現在危機的状況にある奈

良県の林業を活性化し、その優れた建築資材であ

る吉野杉や吉野桧の魅力を多くの方々に知っても

らうことが出来ると思います。また、奈良県のスポー

ツ、文化の発展にも繋がり、多くの方が奈良を訪れ

るきっかけとなるので観光の振興にもなります。私

達は観光の振興と林業の保全という観点から、奈

良県の木材を使用した体育館やホールの建設を

提言します。

平成２９年８月２２日 奈良県高校生議会

ぜひともご賛成いただきますよう、よろしくお願い

します。

○辰巳議員

ただいま中谷千幸議員から提案されました提言

第４号、観光の振興と林業の保全について賛成し

ます。

○森本議員

ただいま中谷千幸議員から提案されました提言

第４号、観光の振興と林業の保全について賛成し

ます。

○西村高校生議長

ただいまの動議は、正規の賛成があって成立し

ました。

よって、直ちに議題とします。

お諮りします。

提言第４号については、１６番、中谷千幸議員の

動議のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。

（賛成者起立）

ご着席願います。

起立多数であります。

よって、提言第４号については採択することに決

しました。

○西村高校生議長

次に、登美ケ丘高等学校、２１番、重信朱音議

員から、提言第５号、交流の場としての歩道の整備

について提言決議方の動議が提出されましたの

で、重信朱音議員に趣旨弁明を求めます。

提言第５号

交流の場としての歩道の整備

○重信議員

奈良県立登美ケ丘高等学校を代表して、提言

第５号、交流の場としての歩道の整備につきまして

は、提言文の朗読をもって提案にかえさせていた

だきます。

（登美ケ丘高等学校 重信朱音議員）

私たちは、「住みやすく魅力ある奈良県づくり」を

進めるために、日常よく利用する歩道を、人と人と

の交流の場として整備できないものかと考えまし

た。

現在、奈良県では、奈良県安心歩行空間整備

方針（平成２３年）に基づき、歩道整備が着々と進

められているところであります。実際に、多くの場所
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で整備が進んでいることを実感します。

かつて、「道」には人と人とが出会い、交流する

場としての大きな役割がありました。私たちは、奈

良県においてハード面で歩道整備が推進される今

こそが、その忘れかけていた役割を現代に復活さ

せる絶好のチャンスだと捉えています。

私たちは、何も大きなことをする必要はありませ

ん。ただ、歩道の片隅に、歩く人の妨げにならない

よう小さなベンチやプランター等を置き、犬の散歩

やウォーキング、買い物帰りの人たちが立ち止ま

り、気楽に「たまれる」空間を作るだけでいいので

す。あとは、そこに集う人たちが自然と交流を重

ね、良い人間関係が生まれることを待つばかりで

す。

以上のように「交流の場としての歩道の整備」

は、少しの仕掛けと費用で市民生活の質をあげる

ことが可能であり、「住みよく魅力ある奈良県づくり」

のために、是非とも進めていただきたい施策として

提言致します。

平成２９年８月２２日 奈良県高校生議会

ぜひともご賛成いただきますよう、よろしくお願い

します。

○村田議員

ただいま重信朱音議員から提案されました提言

第５号、交流の場としての歩道の整備について賛

成します。

○桑原議員

ただいま重信朱音議員から提案されました提言

第５号、交流の場としての歩道の整備について賛

成します。

○西村高校生議長

ただいまの動議は、正規の賛成があって成立し

ました。

よって、直ちに議題とします。

お諮りします。

提言第５号については、２１番、重信朱音議員の

動議のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。

（賛成者起立）

ご着席願います。

起立多数であります。

よって、提言第５号については採択することに決

しました。

○西村高校生議長

次に、畝傍高等学校、２６番、髙橋紀花議員か

ら、提言第６号、もっと漢方を身近にについて提言

決議方の動議が提出されましたので、髙橋紀花議

員に趣旨弁明を求めます。

提言第６号

もっと漢方を身近に

○髙橋議員

奈良県立畝傍高等学校を代表して、提言第６

号、もっと漢方を身近ににつきましては、提言文の

朗読をもって提案にかえさせていただきます。

（畝傍高等学校 髙橋紀花議員）

私たちは、中高年の人たちよりも１０代から２０代

をターゲットにした漢方のアピールが足りないと感

じました。そこで、もっと若者に漢方をアピールして

いくために、３つの案を考えました。これらの案は、

「若い世代は、漢方の存在をよく知らないが、ＳＮＳ

などを利用する人が多く発信力が大きい」こと、ま

た、「頭痛、冷え性などは若者にも起こるので漢方

の需要はある」こと、をもとに考えたものです。

１つめは、ならまちなどにある観光客や若者向け

のカフェで大和トウキなど漢方を使ったメニューな

どを出してもらうことです。主に若い女性の間では、

写真映えするものを撮影しＳＮＳにあげることが流

行しています。また、健康志向の女性も多く存在し

ます。だからおしゃれで体に優しいことをコンセプト
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にした薬膳料理は、奈良県内にとどまらず全国の

若い女性に興味を持ってもらえると思います。さら

に、そのカフェを訪れた人が料理の写真をＳＮＳに

掲載することによって、それを見た人がまた店に訪

れる、という相乗効果も得られます。

２つめは、奈良県内の小中学校での普及活動で

す。たとえば、森野旧薬草園の見学といった校外

学習や、薬膳料理についての学習などを行うこと

です。これらを通して、漢方の存在を若い世代に

知ってもらい、漢方をより身近に感じてもらうことが

できます。

３つめは、薬用作物栽培キットの開発です。家庭

でも育てられるような薬用作物を選定し、種や肥

料、育て方ブック、プランターをセットにして販売し

たらどうでしょうか。育て方ブックには、薬用作物の

調理方法を載せたりするなど、実用可能な情報を

取り入れるとなお良いと思います。家庭菜園をする

ような感覚で自らが薬用作物を育てることで、薬用

作物を家庭で気軽に取り入れられる環境を作るこ

とが可能になります。また、薬用作物栽培キットは２

つめの案と連携して、子供の自由研究の題材や学

校の教材として使用することもできます。

このように「漢方を身近に感じてもらう」ことで私た

ちのような若い世代にも、漢方は浸透するのではな

いでしょうか。今は、小学生でも体の不調を訴える

時代です。だからこそ、漢方が現代の社会に必要

なのではないでしょうか。

平成２９年８月２２日 奈良県高校生議会

ぜひともご賛成いただきますよう、よろしくお願い

します。

○平沢議員

ただいま髙橋紀花議員から提案されました提言

第６号、もっと漢方を身近にについて賛成します。

○門野議員

ただいま髙橋紀花議員から提案されました提言

第６号、もっと漢方を身近にについて賛成します。

○西村高校生議長

ただいまの動議は、正規の賛成があって成立し

ました。

よって、直ちに議題とします。

お諮りします。

提言第６号については、２６番、髙橋紀花議員の

動議のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。

（賛成者起立）

ご着席願います。

起立多数であります。

よって、提言第６号については採択することに決

しました。

○西村高校生議長 これをもって、住みよく魅力あ

る奈良県づくりについての提言を終わります。

○西村高校生議長

以上をもちまして、奈良県高校生議会を閉会し

ます。

○北村議会事務局次長

竹林議長、西村議長、高校生議員の皆様、大変

お疲れさまでした。

では、ここで荒井正吾奈良県知事からお言葉を

いただきます。

知 事 所 感

○荒井知事

本日は高校生議会に参加いただき、ありがとうご

ざいました。

県の政治意思決定をする本会議上で壇上に上

っていただき、他の議員の皆様や県民の皆様に肉

声により意思表明をしていただきました。ギリシャの

時代から続く民主主義の通常の流儀に従って、本

会議の流儀に従って議事を進めていただきまし

た。皆様とともに議会制民主主義の流儀にのっとっ

た形でいろいろな議論をさせていただきましたが、

質問の内容についてはよく勉強されていて、的を

射たご質問、参考になるご提言がたくさんあり、大

変頼もしく感じた次第でございます。いただきまし

たご意見、ご提言等につきましては十分尊重し、今

後の奈良県政に反映させていただきたいと思いま

す。皆さん、どうかこれからも奈良県政に関心を持

ち続けていただければありがたいと思っておりま
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す。

奈良県は皆様のふるさとでございます。ふるさと

を愛し、そのよき未来をつくるのは皆様の力でござ

います。皆さん、お一人お一人が住みよく魅力ある

奈良県づくりのため、将来、それぞれの分野で、望

まれる分野でご活躍されることを心からご期待させ

ていただきたいと思います。

最後になりましたが、本日の高校生議会開催に

当たり、お世話をいただきました学校関係の方々

及び県議会関係の方々に改めて御礼を申し上げ

たいと思います。ありがとうございました。以上でご

ざいます。

○北村議会事務局次長

最後に、松尾勇臣奈良県議会副議長から閉会

のご挨拶を申し上げます。

副 議 長 閉 会 挨 拶

○松尾奈良県議会副議長

高校生議員の皆さん、大変お疲れさまでござい

ました。奈良県議会の副議長の松尾でございま

す。第６回奈良県高校生議会の閉会に当たり、一

言ご挨拶を申し上げたいと思います。

皆さんから今後の県政に有益な質問や提言を

いただきましたことを非常にうれしく思っておりま

す。

また、知事をはじめ理事者の方々におかれまし

ては、高校生議会議員の皆さんから若々しい感性

とエネルギーをたくさんもらわれたことではないかと

思っております。

高校生の皆さんには、自分たちの奈良県をよく

するのだという思いをいつまでも忘れずに、これか

らも奈良県政に関心を持ち続けていただきたいと

思います。

理事者の皆さんと我々議員とは、立場は異なり

ますが、今後も高校生の皆さんにずっとずっと奈良

に住み続けたいと思ってもらえるような県政をともに

推進していきたいと思っております。

終わりになりましたが、本日の開催に当たり、ご

協力を賜りました参加校の先生方に厚くお礼を申

し上げ、閉会の挨拶といたします。本日はありがとう

ございました。

○北村議会事務局次長

以上をもちまして奈良県高校生議会を終了いた

します。

本日はありがとうございました。

閉 会

午後３時５６分
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